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　4月から、市税や料金などをコンビニエンスストアで納めることができる「コンビニ収納」
が始まります。
　休日や夜間も、手数料不要で納めることができるようになりますので、ぜひご利用ください。
　これまでどおり、金融機関などの窓口でも納めることができます。

コンビニ収納開始のお知らせ

コンビニで納められる市税及び使用料など

平成 24 年４月以降に発行されるバーコード印字のある納付書
・市県民税（普通徴収分）　　　　　・水道使用料
・固定資産税　　　　　　　　　　  ・下水道使用料
・軽自動車税　　　　　　　　　　  ・有線放送使用料
・国民健康保険税（普通徴収分）　　・住宅使用料
・介護保険料（普通徴収分）　　　　・保育料

取扱コンビニ店舗一覧

〇エブリワン　〇セブン－イレブン　　〇ファミリーマート
〇ローソン　　〇くらしハウス　　　　〇ココストア　
〇サークルＫ　〇サンクス　　　　　　〇ミニストップ
〇デイリーヤマザキ　〇スリーエイト　〇ＲＩＣマート
〇セイコーマート　　〇生活彩家　　　〇スリーエフ
〇ハート・イン　　　〇セーブオン　　〇コミュニティ・ストア
〇スパー（北海道）　　○ポプラ

コンビニ収納納付書の取り扱い注意点

　コンビニで使用できる納付書は税、料目で①〜③の３つの種類があります。その納付書の
注意点をお知らせします。

① ４連納付書（納付済通知書・原符・領収証・納税証明書）
　　【税・料目】
　　・軽自動車税（１枚＝１台）（軽自動車のみ使用 )
　　【※注意点】
　　 軽自動車税は専用の納付書です。

１台につき１枚（４連）になり所
有者ごとに封筒で送付されます。
切離さないで持参ください。
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② ３連納付書
　（納付済通知書・原符・領収証）
　　【税・料目】　
　　・市県民税（最大 4 枚）
　　・固定資産税（最大 4 枚） 
　　・国民健康保険税（最大 8 枚）
　　・介護保険料（最大 8 枚）
　　・住宅使用料（最大 12 枚）
　　・保育料（最大 12 枚）
　　【※注意点】
　　 期・月別ごとで 1 枚（3 連）になり、

封筒に同封されて送付されます。納
付書に記載されている納期を確認し
順番に納付してください。

③ハガキタイプの納付書
　（葉書部分・納入済通知書・原符・領収証）
　　【税・料目】
　　水道使用料・下水道使用料・有線放送使用料
　　【※注意点】
　　 　葉書タイプの納付書になります。コンビニで支払

う時は葉書部分を切り離した状態で持参ください。

コンビニ収納Q＆ A
Ｑ 1．手数料はかかりますか？
Ａ 1． 曽於市が負担しますので、納付のときに手数料はかかり

ません。
Ｑ 2．24 時間いつでも納められますか？
Ａ 2． 各コンビニの営業時間内でしたら、土・日・祝日を含め

て 24 時間いつでも納付することができます。
Ｑ 3．軽自動車税納税証明書（継続検査用）はどうなりますか？
Ａ 3．コンビニで納付されても、使用できます。
　　　 軽自動車税の納付書には、領収証書と一緒に軽自動車税

納税証明書（車検用）がついていますのでそれを使用し
てください。

Ｑ 4．納税証明書がすぐ必要な人は？
Ａ 4． コンビニで納付いただいた場合、曽於市で収納確認がで

きるまでに 3 週間程度かかる場合があります。
　　　 納税証明書がすぐ必要な人は、コンビニの領収印を押印

した領収証書を市役所にお持ちいただき、納税証明書の
申請をしてください。

Ｑ 5．バーコードが印字された納付書は、コンビニ以外では使えないですか？
Ａ 5．これまでどおり金融機関などでも納付できます。

お問い合わせ先　　曽於市役所　　税務課　　☎ 0986-76-8804

コンビニ収納開始ポスター
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平成24年度は、固定資産の評価替えの年です
税務課からのお知らせ

　固定資産税は、毎年 1 月 1 日に、土地・家屋・償却資産を所有している方に納めていただ
く税金です。
　固定資産の評価替えとは、3 年毎に土地・家屋の評価を見直すものです。
　課税内容については、課税台帳の閲覧・縦覧期間又は納税通知書に同封する課税明細書を
ご確認ください。納税通知書は 5 月上旬に発送する予定です。

課税台帳の閲覧と土地・家屋価格などの縦覧
　事前に課税内容を確認したい場合は課税台帳の閲覧が可能です。課税の内容は、電話では
お答えできませんので、直接、本庁税務課または大隅・財部各支所地域振興課税務係までお
越しください。
◇課税台帳の閲覧

所有する土地・家屋の課税台帳（名寄帳）が閲覧できます。
（主な記載事項は、5 月上旬に送付する納税通知書の課税明細書でも確認できます。）
・閲覧期間
平成 2� 年 � 月 2 日（月）～平成 2� 年 5 月 31 日（木）

（休日・祝日を除く）
・閲覧できる方
固定資産税の納税義務者、固定資産税の納税義務者の代理人、借地借家人など
◇土地・家屋価格の縦覧

土地や家屋の評価が他の土地や家屋と比較し確認できる帳簿が閲覧できます。
・縦覧期間
平成 2� 年 � 月 2 日（月）～平成 2� 年 5 月 31 日（木）（休日・祝日を除く）
・閲覧できる方
固定資産税の納税者（市内に土地、家屋を持つ納税者）、固定資産税の納税義務者の代理人
※納税者（固定資産税を納めている方）
◇閲覧・縦覧場所

本庁税務課
大隅・財部各支所地域振興課税務係
◇必要なもの

申請者が本人であると証明できるもの（運転免許証・健康保険証など）
借地借家人が課税台帳を閲覧する場合は賃貸契約書
代理申請の場合は委任状
○お問い合わせ先

本庁税務課固定資産税係　　☎ 0986-76-1111  内線 11�5
大隅支所地域振興課税務係　☎ 099-�82-1211  内線 21�3
財部支所地域振興課税務係　☎ 0986-72-1111  内線 313�
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１. 制度の目的
曽於市では、定住促進を図るため、住宅を新築または購入した方に対し、お祝と
して現金と市商工会が発行する商品券を支給いたします。
商品券で支給することにより、市内経済の活性化を図ることも目的としています。

２. 対　象　者 ・平成２３年４月１日以降、市内に居住するため住宅を新築または購入した方。
※４．注意点（対象外等）を参照してください。

３. 支　給　の
　  金　品　等

（基本の祝金等）
１．市内業者による新築　　　商品券 10万円分＋現金 10万円＝計２０万円分
２．市外業者による新築　　　商品券５万円分＋現金５万円＝計１０万円分
３．未入居の建売住宅購入　　商品券５万円分＋現金５万円＝計１０万円分
４．上記以外の中古住宅購入　商品券２万５千円分＋現金２万５千円＝計５万円分
（転入者加算）
５．�上記１～４の対象者で、転入して１年以内の方に対して、商品券５万円分＋
現金５万円＝計１０万円分を加算。　

※注）本市から他の市町村へ転出し、転出後３年以内の再転入は対象外とする。

４. 注　意　点
　 （対象外等）

１．新築・購入の日は、法務局の登記（新築・所有権移転）の日付を基準とします。
２．新築・購入の日以後１年以内に申請してください。　　　
３．転入日以後１年経過してからの住宅取得は、転入者加算の対象外とします。
４．市の定住促進住宅用分譲地への新築は、対象外とします。
５．市税等の滞納者は、対象外とします。
６． 住宅リフォーム促進補助金、危険廃屋解体撤去補助金との併用申請は、認め

られません。
７．中古住宅とは、居住が可能で耐用年数が 10 年以上見込まれるものです。 

お問い合わせ先
末吉本庁　企画課　まちづくり推進係　℡　０９８６－７６－８８０２
大隅支所　地域振興課　地域振興係　　℡　０９９－４８２－５９２１
財部支所　地域振興課　地域振興係　　℡　０９８６－７２－０９３１

　曽於市では、人口減少に歯止めをかけるため、また、市内商工業の活性化を図るために、住宅取
得祝金等支給制度を始めました。４月１日以降に住宅を取得された方で、対象者となる方は、申請
をしてください。

住宅の新築・購入、おめでとうございます！
住宅取得祝金等支給制度について

住宅の建築やお買い物は
市内のお店で！
みんなの力で、

ますます住みよいまちに！

左は１月23日に行われた
住宅取得祝金等交付式の写真
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森林の土地を取得したとき届出が必要です
新しい制度が平成 24 年４月から始まります

Ａ．森林の所有者が分からないと、
　　①　行政が森林所有者に対して助言等ができない
　　②�　事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集

約化し効率を上げられないことから、森林の土地の所有者の
把握を進めるため、森林法改正により設けられました。

適切に森林整備を推進！

Ａ．�個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林※１の土
地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。

　　面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
　　�ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出※２を提出した場合には、森林の土地の
所有者届出は不要です。

※１�　都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、
取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いので御注
意ください。

※２�　国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要で
す。市街化区域：2,000ｍ２��その他の都市計画区域：5,000ｍ２��都市計画区域外：10,000ｍ２

Ａ．�所有者となった日から90日以内に、取得した土地
がある市町村の長に届出を行います。

届出書の提出 市役所・役場

森林所有者となった方は、立木の伐採を行う場合は市町村長
に伐採及び伐採後の造林の事前届出、１ha超の林地開発を行
う場合は知事の許可が必要です。（保安林では、立木の伐採等
及び土地の形質の変更について、知事の許可等が必要です）

お問い合わせ先　　
経済課・各支所産業振興課　林政係

末吉 ☎ 0986-76-8808　大隅 ☎ 099-482-5950　財部 ☎ 0986-72-0940

Ｑ．なぜ新たな届出制度ができたのですか？

Ｑ．どのような場合に届出が必要なのですか？

Ｑ．どのように届出を行うのですか？
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お問い合わせ　本庁（末吉）市民課環境係　☎　0986-76-8805
　　　　　　　大隅支所地域振興課環境係　☎　099-482-5923
　　　　　　　財部支所地域振興課環境係　☎　0986-72-0934

資源ごみの分別について

"混ぜればごみ、分ければ資源 "

　これらは、曽於市内から排出され
た資源ごみ（容器包装プラスチック）
の分別状況を調べ、資源ごみ以外の
物を取り除いた様子です。

　布製バッグ（①）やゴム製品（②）
などの不燃ごみや、スリッパ（③）
などの可燃ごみが多く見られます。

　最近特に多いのが、紙製容器（④）
の混入です。

　カップ麺の容器や紙製パックなど
の混入が多く見られます。
　製品表示を確認し、紙製容器は可
燃ごみとして分別しましょう。

　その他、衣類（⑤）や帽子（⑥）、
ストッキング（⑦）など様々な物が
混入しています。

　このように混入物の多いものは上
手くリサイクルされず、そのまま廃
棄処分されます。

　曽於市作成の「分別の手引き」
に従って、適正に分別しましょう。

② ③

①

④

⑦

⑤

⑥
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国民年金のはなし
年金移動相談所を開設。
20歳がスタート「国民年金」！

お問い合わせ先
　市民課・各支所地域振興課
　末吉　☎ 09�6-76-��05
　大隅　☎ 099-4�2-5923
　財部　☎ 09�6-72-0934

子育てふれあいひろば

お問い合わせ先
　曽於市地域子育て支援センター
　大隅　☎ 099-4�2-6125（直通）
　子育て携帯サイトすまいるキッズ
　http://www.smile-kids.jp/sooshi
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日 月 火 水 木 金 土
3/1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20
春分の日

21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

※�子育て支援センターは、園庭開放・育児相談を
実施しています。
園庭開放：午前10時〜午後３時（月曜日〜金曜日）
育児相談：午前 9時〜午後４時（月曜日〜金曜日）
親子ふれあい遊び
　●会場：子育て支援センター
　●会場：弥五郎伝説の里
　　午前10時〜 11時 30分
子育てひろば
　●会場：末吉総合センター
　●会場：財部保健福祉センター
　　午前10時〜 11時 30分
育児講座
　●会場：大隅弥五郎伝説の里（11 日）
　　午前10時〜 11時 30分

ひろば

親　子

親　子

ひろば

ひろば

ひろばひろば 親　子

ひろば

ひろば

講　座ひろば

期　日 時　間 場　所

4 月 12 日
（木）

午前 10時〜
午後３時

末吉支所
1階会議室

年金移動相談所開設日

○�鹿屋年金事務所による移動相談所が開かれます。
日程・場所は上記のとおりです。
　相談は無料ですが、予約が必要です。
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、
こ
れ
に
「
水
土

里
」
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域

共
同
で
、
農
地
、
水
等
の
資
源
を
守

る
活
動
を
表
し
て
い
ま
す
。

　

曽
於
市
で
は
、
平
成
19
年
度
か

ら
「
農
地
・
水
保
全
管
理
支
払
交
付

金
」
に
よ
り
、
地
域
共
同
に
よ
る
農

地
・
農
業
用
水
等
の
資
源
の
保
全
管

理
と
農
村
環
境
の
保
全
向
上
の
取
組

に
対
し
現
在
16
組
織
を
支
援
し
て
い

ま
す
。

　

平
成
24
年
度
か
ら
は
、
集
落
を
支

え
る
体
制
の
強
化
や
仕
組
み
の
簡
素

化
を
図
り
、
平
成
28
年
度
ま
で
の
対

策
と
し
て
継
続
し
ま
す
。
老
朽
化
が

進
む
農
地
周
り
の
水
路
等
の
施
設
の

長
寿
命
化
の
取
組
や
、
水
質
・
土
壌

な
ど
の
高
度
な
保
全
活
動
へ
の
支
援

を
し
ま
す
の
で
、
平
成
24
年
4
月
1

日
以
降
活
動
を
希
望
さ
れ
る
組
織
、

団
体
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
各
支
所

ま
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

水
土
里
サ
ー
ク
ル
活
動
と
は

○
農
村
に
お
け
る
過
疎
化
・
高
齢
化
・

混
住
化
等
が
進
む
な
か
、
農
地
、
農

業
用
水
等
の
地
域
資
源
を
守
る
共
同

活
動
の
脆
弱
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
平
成
19
年
度
か
ら
国
の

施
策
と
し
て
農
地
、
農
業
用
水
等
の

資
源
を
地
域
ぐ
る
み
で
支
え
て
い
く

農
地
・
水
環
境
保
全
向
上
対
策
が
導

入
さ
れ
ま
し
た
。

○
鹿
児
島
県
で
は
、
農
地
・
水
・
環

境
保
全
向
上
対
策
の
愛
称
を
「
水
土

里
サ
ー
ク
ル
活
動
」
と
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
鹿
児
島
県
が
進
め
る
「
共

生
・
協
働
の
地
域
社
会
づ
く
り
」
の

水土里サークル活動
（農地・水保全管理支払交付金）
について

お問い合わせ先　　　　　　　
耕地課・各支所産業振興課
末吉☎ 0�86-76-8810　　
大隅☎ 0��-482-5�52　　
財部☎ 0�86-72-0�40　　

「健康に関する標語」

お問い合わせ先
　教育委員会学校教育課
　大隅　☎ 0��-482-5�57

　

曽
於
地
区
学
校
保
健
会
で
は
、
第

27
回
曽
於
地
区
健
康
に
関
す
る
標
語

の
選
考
を
行
い
、
以
下
の
作
品
が
選

ば
れ
ま
し
た
。

　

本
会
の
活
動
を
ご
理
解
い
た
だ
く

と
と
も
に
、
健
康
意
識
の
向
上
を
図

る
た
め
優
秀
作
品
の
紹
介
を
致
し
ま

す
。

　

曽
於
市
に
在
籍
す
る
児
童
の
み
紹

介
し
ま
す
。

【
特
選
作
品
】

こ
こ
ろ
は
ね　

う
れ
し
い
と
き
に　

晴
れ
る
ん
だ

　

末
吉
小
2
年　

原
口　

海
音

え
が
お
で
あ
い
さ
つ　

み
ん
な
の
心

が　

あ
っ
た
ま
る

　

菅
牟
田
小
4
年　
　
　

藤　

康
樹

ス
マ
イ
ル
が　

健
康
の
一
つ
に　

な
っ
て
い
く

　

財
部
南
中
1
年　
　

西
丸　

綾
華

そ
ば
に
い
る　

き
い
て
あ
げ
る
よ　

君
の
声

　

末
吉
中
3
年　
　
　

八
木　

夢
乃

い
た
だ
き
ま
す
。　

つ
く
っ
た
人
に

か
ん
し
ゃ
を
こ
め
て

　

笠
木
小
4
年　
　
　

松
下　

蒼
生

正
し
い
食
事　

大
人
に
な
っ
て
も　

続
け
ま
す

　

末
吉
中
3
年　
　
　

山
下　

直
哉

水道課からの
お知らせ

　年度末を迎え、転入
転出をされる皆さんへ
お願い致します。
　転出される場合、閉
栓届が必要となります。
　閉栓届は、転出前に
受付が出来ますので転
出予定日を確認し印鑑
をご持参のうえ、水道
課へお越しください。
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　悪質業者の手口は年々巧妙になり、被害はますます深刻になっています。市内でも訪問販売や送り
つけ商法など、様々な被害が報告されています。
　そこで、そんな被害にあった方々の相談を受ける相談員を募集します。
　相談員として経験のない方でも、各種研修等に参加して少しずつ資質の向上を図っていただきます。
　意欲のある方のご応募をお待ちしております。

消費生活相談員を募集します
市役所経済課商工観光係
☎ 0986-76-8823　　　

【募集要件】
１、次のいずれかの有資格者、または資格取得に意欲のある方
  （１）消費生活専門相談員：（独）国民生活センター
  （２）消費生活アドバイザー：（財）日本産業協会
  （３）消費生活コンサルタント：（財）日本消費者協会

２、採用の内容
  （１）職種・人数　消費生活相談員１名（臨時職員）
  （２）勤 務 内 容　ア　消費生活に関する相談と苦情の受付・助言
　　　　　　　　　　　それらに伴うパソコン入力業務
　　　　　　　　　イ　消費者意識啓発業務等
  （３）任　　　用　平成 24 年 4 月１日～ 25 年 3 月 31 日（その後、単年度ごとに更新）
  （４）勤　　　務　基本的に月 20 日勤務が可能な方（ただし、土・日・祝日は休み）
　　　　　　　　　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分（昼休み　正午～午後１時）
  （５）賃　　　金　日額　６，６００円
  （６）研　　　修    鹿児島県消費生活センター等が行う各種研修会に参加
  （７）そ　の　他　社会保険・雇用保険あり

【応募方法】
　１、受　付　期　間　平成 24 年３月１日（木）～３月 19 日（月）
　２、提　出　書　類　市販の履歴書（写真添付のもの）、資格証の写し（有資格者のみ）
　　　　　　　　　　　持参または郵送（３月 19 日必着）
　３、提出先・お問い合わせ先
　　　　　　　　　　　〒 899-8692　鹿児島県曽於市末吉町二之方 1980 番地
　　　　　　　　　　　曽於市役所経済課商工観光係
　　　　　　　　　　　☎ 0986-76-8823（内線１６７８）

【選考方法】　提出書類と面接により行います。
　１、面　　接　　日　　平成 24 年３月 28 日（水）午前中（時間はおって連絡します。）

【そ の 他】　提出いただいた書類は返却いたしません。
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